
財 政 状 況 報 告 書

（令和４年　９月３０日現在）

青　森　市



歳入予算の項目別執行状況

予算現額(A) 収入済額(B) 収入済率

  　　千円     　　千円 (B/A)　　％

市 税 33,996,376 21,338,370 62.8

地 方 交 付 税 26,109,777 18,428,660 70.6

使 用 料 及 び 手 数 料 1,747,808 863,230 49.4

国 庫 支 出 金 35,452,372 8,478,075 23.9

県 支 出 金 11,314,637 1,619,924 14.3

繰 入 金 3,635,040 5,053 0.1

諸 収 入 2,075,678 858,221 41.3

市 債 9,935,854 1,075,700 10.8

そ の 他 10,754,749 7,723,664 71.8

合 計 135,022,291 60,390,897 44.7

歳出予算の項目別執行状況

予算現額(A) 支出済額(B) 支出済率

  　　千円     　　千円 (B/A)　　％

総 務 費 9,360,951 3,360,156 35.9

民 生 費 61,067,042 23,094,255 37.8

衛 生 費 9,773,575 4,458,290 45.6

労 働 費 29,065 21,558 74.2

農 林 水 産 業 費 1,611,082 732,101 45.4

商 工 費 4,256,983 3,073,137 72.2

土 木 費 13,715,757 4,049,720 29.5

消 防 費 3,972,054 3,054,030 76.9

教 育 費 15,232,594 3,882,375 25.5

公 債 費 14,141,245 7,674,026 54.3

そ の 他 1,861,943 1,043,659 56.1

合 計 135,022,291 54,443,307 40.3

１．一　　般　　会　　計

Ｒ４．９．３０現在

　　　　　　　　　　　　　　　　区分
　款別

　　　　　　　　　　　　　　　　区分
　款別
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予算執行状況

予算現額(A) 収入済額(B) 収入済率 支出済額(C) 支出済率

  　　千円     　　千円 (B/A)　％     　　千円 (C/A)　％

競 輪 事 業 32,255,814 14,952,044 46.4 15,032,513 46.6

国 民 健 康 保 険 事 業 27,828,939 10,150,514 36.5 10,819,244 38.9

宅 地 造 成 事 業 318,895 94,981 29.8 224,317 70.3

卸 売 市 場 事 業 865,384 226,404 26.2 336,251 38.9

介 護 保 険 事 業 32,017,012 12,885,602 40.2 1,274,436 4.0

母子父子寡婦 福祉 資金
貸 付 金

187,444 152,845 81.5 31,105 16.6

後 期 高 齢 者 医 療 3,806,350 1,206,103 31.7 860,198 22.6

駐 車 場 事 業 268,615 59,716 22.2 104,430 38.9

２．特　　別　　会　　計

Ｒ４．９．３０現在

　　　　　　　　　　　　　区分
　会計別
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予算執行状況

予算現額(A) 執行率 予算現額(C） 執行済額(D) 執行率

  　　千円 (B/A)　％   　　千円     　　千円 (D/C)　％

収入 12,340,561 48.0 1,399,281 513,981 36.7

支出 12,247,145 46.4 1,809,842 799,482 44.2

収入 6,470,474 48.5 799,394 69,361 8.7

支出 6,224,815 36.2 3,346,394 814,589 24.3

収入 2,575,594 41.1 418,554 225,225 53.8

支出 2,578,775 43.9 465,056 132,621 28.5

収入 8,694,766 51.1 5,120,994 2,314,188 45.2

支出 8,038,411 44.8 8,717,372 5,098,519 58.5

収入 370,539 62.1 137,117 36,200 26.4

支出 339,756 40.9 260,000 164,070 63.1

輸送人員 2,633,704 人

農業集落排水事業･･･････水洗化人口 5,416 人 処理水量 221,222 ㎥

水道事業･････････････････給水人口 271,590 人 配 水 量 15,430,538 ㎥

病院事業･････････････････病 床 数 494 床 患 者 数 148,222 人

下水道事業･････････････水洗化人口 198,839 人 処理水量 18,394,376 ㎥

自動車運送事業･･･････････走行キロ 1,953,877 km

農 業 集 落
排 水 事 業

229,924

139,035

水 道 事 業
3,138,477

2,255,697

自 動 車 運 送
事 業 会 計

1,059,845

1,131,994

病 院 事 業
5,919,669

5,683,848

下 水 道 事 業
4,440,921

3,604,297

３．企　　業　　会　　計

Ｒ４．９．３０現在

　　　　　　　　　　　　区分

　企業会計別

収益的収支 資本的収支

執行済額(B)

    　　千円

備 考

3



Ｒ４．９．３０現在

（１）． 122,679,137 千円

（２）． 2,068,538 千円

（３）． 4,650,281 千円

（４）． 14,245,564 千円

（５）． 1,168,513 千円

（６）． 66,391,814 千円

（７）． 2,202,965 千円

（８）． 45,472 千円

水 道 事 業 会 計

自 動 車 運 送 事 業 会 計

そ の 他 の 会 計

４．市　債　の　現　在　高

一 般 会 計

卸 売 市 場 事 業 会 計

病 院 事 業 会 計

下 水 道 事 業 会 計

農業集落排水事業会計
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人

世帯

５．行　政　費　用　と　市　税　負　担

Ｒ４．９．３０現在

住 民 登 録 人 口 272,323
行　政　費　用 市　税　負　担

世 帯 数 137,371

市 民 一 人 当 た り 495,817 円 124,838 円

一 世 帯 当 た り 982,902 円 247,479 円

市民一人当たりの・・・

行 政 費 用 ＝ 歳 入 予 算 現 額 ÷ 住 民 登 録 人 口

市 税 負 担 ＝ 市 税 予 算 現 額 ÷ 住 民 登 録 人 口

一世帯当たりの・・・

行 政 費 用 ＝ 歳 入 予 算 現 額 ÷ 世 帯 数
市 税 負 担 ＝ 市 税 予 算 現 額 ÷ 世 帯 数

備 考
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(単位：千円）

６．一　時　借　入　金　の　現　在　高

Ｒ４．９．３０現在

会　計　名 現　在　高

一般会計 0

水道事業会計 0

自動車運送事業会計 0

病院事業会計 1,100,000

下水道事業会計 1,100,000

農業集落排水事業会計 0

一時借入金は、その年度内で歳計現金が不足した場合に、その支払資金の不足を

補うために借り入れるものです。

用語解説
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有 価 証 券 千円 287,330 287,330

出 資 に よ る 権 利 千円 2,620,244 2,620,244

物 権 件 3 3

動 産 隻 1 1

山 林 （ 市 有 林 ） ㎡ 8,274,991 8,274,991

立 木 ㎥ 223,608 223,608

建 物 ㎡ 102,928 1,006,888 51,602 1,161,418

土 地 ㎡ 3,142,603 9,421,858 6,511,269 19,075,730

７．市　有　財　産　の　現　在　高

R４．９．３０現在

単位
行政財産

普通財産 合　　計
公用財産 公共用財産

①行政財産

市によって公用または公共用に供するものと決定した財産をいい、行政主体

の直接使用か一般的共同利用かによって、公用財産と公共用財産に分かれて

います。
②公用財産

行政財産のうち、市がその事務または事業を執行するために直接使用するこ

とを本来の目的とする財産です。
（例）庁舎、議会議事堂等

③公共用財産
住民の一般的共同使用に供する事を本来の目的としている公有財産を言い

ます。

（例）学校、公民館、図書館、病院、保育所、公園、道路等
④普通財産
行政財産以外の公有財産です。直接特定の行政目的のために供されるもの

ではなく、市が一般私人と同じ立場でこれを所有し、その経済的価値を発揮さ
せるために管理する財産です。

用語解説

①行政財産

市によって公用または公共用に供するものと決定した財産をいい、行政主体

の直接使用か一般的共同利用かによって、公用財産と公共用財産に分かれて

います。
②公用財産

行政財産のうち、市がその事務または事業を執行するために直接使用するこ

とを本来の目的とする財産です。
（例）庁舎、議会議事堂等

③公共用財産
住民の一般的共同使用に供する事を本来の目的としている公有財産を言い

ます。

（例）学校、公民館、図書館、病院、保育所、公園、道路等
④普通財産
行政財産以外の公有財産です。直接特定の行政目的のために供されるもの

ではなく、市が一般私人と同じ立場でこれを所有し、その経済的価値を発揮さ
せるために管理する財産です。

用語解説
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